
平成 24年 3月 28日公布（文部科学省令第 8号）           

【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正

する省令】 

附 則 

 （施行期日） 

第一条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の

一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成二十四年四

月一日）から施行する。 

 （経過措置） 

第二条 改正法の施行の際現に使用している放射線発生装置（放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備及び経過措置に関する政令（平成二十四年政令第七十号）第三条の規定

によりなお従前の例によるとされた改正法による改正前の放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律（以下この項において「旧法」という。）第三条第一項

本文の許可及び旧法第十条第二項本文の許可のそれぞれに係る放射線発生装置

を含む。）に係るこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律施行規則（以下この条において「新規則」という。）第十四条の七第一

項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第四号、第五号、第

八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年

間は、なお従前の例による。 

２ 改正法の施行の際現に保管又は保管廃棄している放射線発生装置から発生し

た放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物に係る新規

則第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一

項第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して

二年間は、なお従前の例による。 

３ 新規則第三十九条第三項の規定による報告書の様式については、新規則別記

様式第五十五の様式にかかわらず、改正省令の施行の日から起算して一年間は、な

お従前の例による。 

 


